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第23回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに「第23回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載し
ております。
当社ウェブサイト https://www.genepa.com/ir/irnews/

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブ
サイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サー
ビス）にアクセスして、銘柄名（ジェネレーションパス）又は証券コード（3195）の
いずれかを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、ご確認く
ださいますようお願い申しあげます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

また、当社がこれまで定時株主総会終了後に株主の皆様へお届けしておりました
「定時株主総会決議ご通知」（以下、「決議ご通知」）につきましては、昨今のインター
ネットやスマートフォンの普及及び地球環境への配慮の観点から、2025年１月に開催
予定の第23回定時株主総会以降の書面郵送によるご提供を廃止させていただくことと
いたしました。なお、今後は上記の当社ウェブサイトに掲載することにより、ご案内
させていただきます。
なお、決議ご通知と同時にお送りしておりました当社の業績や近況をお知らせする

「GENEPA REPORT（株主通信）」につきましても、同様の観点から当社ウェブサイ
トへの掲載による電子提供のみとして郵送は廃止させていただきます。

敬 具
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記
１．日 時 2025年１月30日（木曜日）

午前10時（受付開始予定 午前９時30分）
開会時刻直前は受付の混雑が予想されますので、お早めにご来
場くださいますようお願い申しあげます。

２．場 所 東京都新宿区西新宿６丁目12番１号
西新宿パークウエストビル３階
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
報告事項 １．第23期（2023年11月１日から2024年10月31日まで）事

業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第23期（2023年11月１日から2024年10月31日まで）計
算書類の内容報告の件

以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の出席票を会場受付へご提出くださいます
ようお願い申しあげます。

◎ 紙資源節約のため、本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し
あげます。

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内
容を掲載させていただきます。

◎ 株主様へのお土産はご用意しておりません。
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事業報告
（2023年11月１日から2024年10月31日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善があり、経済活
動の正常化が進む等、緩やかに回復しつつありますが、中東情勢やウクライナ情
勢の長期化、欧米のインフレ懸念、急激な為替変動、原油・原材料価格等の高騰、
中国経済の先行き不安及び米国の大統領選挙の影響等、国内外における経済的な
見通しは不透明な状況が続いております。
当社グループが関連する小売業界全体では、物価高や急激な為替変動の影響に

より個人消費が鈍化してきているものの、当社グループが属するEC市場におきま
しては、EC利用が消費者の間で定着し、スマートフォンの普及に伴いEC化率が
増加する等、引き続き市場拡大をしております。
このような状況の中、当社グループでは「ECで蓄えたマーケティングデータを

アジアに循環させることで、お客様が望む商品開発や原材料の調達などアジア圏
を跨ぐアジアンバリューチェーンを構築する」ことを掲げ、そのための重点投資
の絞り込みを進めてまいりました。現状は「ECマーケティング事業」において、
当社が企画し海外で生産した商品をお客様に直接お届けするD2Cの拡大投資を進
めるとともに、新規事業として、既存のECモールでは実現しにくい特色ある自社
ECサイトを多数構築し、それらを有機的に結合させることにより、自社ECサイ
ト群を基礎としたプラットフォーム事業（名称：「Unique Stores Platform 事
業」 以下「USP事業」。）の構築を第２四半期連結累計期間より開始し、構築し
た３店舗でのテスト検証は完了しております。翌連結会計年度においては、早期
に10店舗まで立ち上げを実現し、本格的な事業展開のフェーズを目指してまいり
ます。また、「商品企画関連事業」においては、アジアを中心に材料等の調達先を
多角化するとともに、順調に拡大を続けている機能性繊維製品の製造能力を増強
するため、ラオス人民民主共和国で製造子会社を設立し、工場稼働に向けて機械
設備の搬入等の準備を進めてまいりました。
当連結会計年度につきましては、当社グループの主力事業であります「ECマー

ケティング事業」において、家具・生活雑貨に加えてD2C商品の売上が堅調に推
移し、モール別ではAmazonで大幅な増収となったことにより、前年同期比で増
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収となりました。また、「商品企画関連事業」につきましては、第１四半期連結累
計期間において取引先の販売低迷による出荷遅延の影響があったものの、第２四
半期連結累計期間以降において出荷・納品が実行されたこと、及び当社中国子会
社である青島新綻紡貿易有限会社の受注が好調な水準であったこと等から前年同
期比で増収となり、結果として連結グループ全体の売上高は前年同期比で増収と
なりました。
利益面につきましては、「ECマーケティング事業」では、利益率の高いD2C商

品の販売拡大及び物流施策等、各種利益改善の諸施策により利益率が改善した影
響により増益となりました。「商品企画関連事業」につきましては、主として当社
ベトナム子会社であるGenepa Vietnam Co.,Ltd.社において納期の集中による
効率性の悪化等の影響を受け全体の利益率は低下したものの、青島新綻紡貿易有
限会社の堅調な業績も寄与したことから事業全体としては増益を達成することが
できました。結果として連結グループ全体の営業利益は前年同期比で大幅な増益
となりました。
なお、当連結会計年度におきまして、営業外費用において、急激な為替相場の

変動により、主としてベトナム子会社に対する貸付金にかかる為替差損78百万円
が計上されるとともに、特別損失において、当社及びGenepa Vietnam
Co.,Ltd.社の固定資産の減損損失95百万円及び固定資産除却損３百万円が計上さ
れることとなりました。翌連結会計年度においては、為替の影響を限定する施策
を講じることを検討実施する予定です。
以上の結果、当連結会計年度における売上高は16,235百万円（前年同期比7.2

％増）、営業利益は81百万円（前年同期は営業損失４百万円）、経常利益は22百万
円（前年同期比69.0％減）、親会社株主に帰属する当期純損失は138百万円（前年
同期は親会社株主に帰属する当期純損失23百万円）となりました。

セグメントの業績については、以下のとおりであります。なお、「受託開発事
業」を報告セグメントとして記載しておりましたが、当連結会計年度より「受託
開発事業」について、量的な重要性が乏しくなったことに伴い、「その他」の区分
に含めております。

① ECマーケティング事業
「ECマーケティング事業」につきましては、在宅勤務の定着・巣ごもり需要
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等、変遷する消費者ニーズを的確に捉え、各種セールの実施や新生活アイテムを
継続的に導入したことにより、家具・家電・生活雑貨等の販売が好調に推移し、
売上高は前年同期比で増収となりました。また、利益面につきましては、新規事
業に対する先行投資及び急激な為替変動による仕入価格の上昇の影響を受けたも
のの、売上高の増加や、D2C商品の販売拡大及び物流施策としての上昇する配送
コストの抑制や提携先倉庫の選択と集中を推進する等、各種利益改善に向けての
取組みを継続した影響により、前年同期比で増益となりました。
以上の結果、売上高は13,287百万円（前年同期比3.6％増）となり、セグメン

ト利益は290百万円（前年同期比15.3％増）となりました。

② 商品企画関連事業
「商品企画関連事業」につきましては、第１四半期連結累計期間における取引

先の販売低迷による出荷遅延の影響があったものの、第２四半期連結累計期間以
降において出荷・納品が進んだこと、及び青島新綻紡貿易有限会社の受注が好調
な水準であったこと等により売上高は前年同期比で増収となりました。利益面に
つきましては、Genepa Vietnam Co.,Ltd.社での納期の集中及び、取引先拡大
のための小ロット生産を戦略的に多数受注したことから一時的な効率性の悪化の
影響を受け利益率が低下したものの、事業全体の営業利益は前年同期比で増益と
なりました。
以上の結果、売上高は2,899百万円（前年同期比30.6％増）となり、セグメン

ト利益は82百万円（前年同期比78.1％増）となりました。

③ その他
「その他」につきましては、主に国、大学、企業の研究所との共同研究を通じ

て、システム、アプリケーションの受託開発やシステム開発の技術支援並びに運
用保守を行う事業、及び、非物販事業としておしゃれなインテリア・雑貨雑貨等
を紹介するWEBメディア事業を中心に収益拡大を図ってまいりました。しかしな
がら、掲載する記事数やPV数の拡大に向けた人員増加等への投資の他、前期にお
いて一部大手サービスの終了等に伴う減収があったことから、想定している売上
高水準及び利益水準に至りませんでした。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度において、特筆すべき設備投資、重要な設備の除却又は売却

はありません。
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(3) 資金調達の状況
当社は、新規EC事業への戦略的投資に関する資金及びM&Aに関する資金の

需要への備えとして、前連結会計年度に引き続き2024年５月に取引銀行と期間
を１年間とするコミットメントライン契約(注)を締結しました。当社で総額
1,300百万円を限度とした当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結
しており、当事業年度末における、借入実行残高は860百万円となりました。
(注)コミットメントライン契約：金融機関との間で予め契約した期間・融資枠

の範囲内で融資を受けることを可能とする契約

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

(8) 対処すべき課題
当社グループが対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しております。

① 為替の不安定要素と高水準にあるエネルギー・原材料の高騰への対応
当社グループにおきましては、為替の不安定要素と、エネルギー・原材料高

騰への対応が重要な課題となっております。
ECマーケティング事業における仕入れ価格高騰への対応として、調達ルート

見直しにより仕入価格を抑えるなどの企業努力を重ねること、並びに諸経費の
削減を継続し、販売価格を極力上げないよう取組んでおります。その上で吸収
しきれない部分に関してはお客様に一定の理解を得つつ販売価格への転嫁を進
めてまいります。

② 配送サービス面の課題
我々と密接な関係にある物流業界における2024年問題により、人手不足や人

件費の増加等、依然として先行き不透明な状況が継続するものと考えておりま
す。このような想定の中、配送コストの削減は喫緊の課題となります。この課
題を解決する方法として、前期より売れ筋商品を当社グループにて一括して管
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理できる提携倉庫の管理強化を進めてまいりました。そして、システムの導入
等業務効率化を促進することで商品の取扱量の増加にあわせた提携倉庫との連
携を強化しており、これを継続してまいります。
また、2025年10月期も引き続き厳しい状況に置かれるであろう運送会社の物

流コストの上昇の影響を最小限にするために、かねてより行っている物流会社
との提携強化を継続していく方針であり、売れ筋商品の見極めと滞留在庫の取
り扱いの早期判断・対処により、単品毎の在庫回転率の改善を図り、収益力を
高めてまいります。

③ 優秀な人材の確保
当社グループの成長や変革の実現には、そのベースとなる優秀な人材の確保

と育成が重要な課題となっております。
生産性の向上やテクノロジーの進展等の環境変化に対応しうる即戦力となる

人材や専門性の高い人材を新入社員・中途社員を問わず採用し、社内外の研修
等の活用、福利厚生の充実、グループ内での人事交流等を積極的に実施し人材
育成を推進してまいります。

④ グローバル化への対応
海外事業の成否は、当社グループの中期的な成長において、重要な経営課題

と考えております。
当社グループでは、海外事業はリスク管理及び経営資源の選択と集中の観点

から、中国・ベトナム・ラオスなどのアジアを重点地域として、各地域の特性
に応じたグローバル事業展開を進めております。アジア各子会社・各代理店に
おける販売チャネルを強化するとともに、各子会社・各代理店が相互連携及び
情報共有を密に行い、グループ一体となり受注の拡大に努めてまいります。
また、新技術である高性能繊維製品の中心拠点として2024年３月にラオスで

「NEW FIBER LAO SOLE CO.,LTD」を設立し、中国にある子会社の「青
島新嘉程家紡有限会社」ではかねてより申請していた中国政府が高い技術を持
つ国内企業に様々な優遇措置を与える『高新技術企業認定』への2025年10月期
中の認定が見込まれるなど、積極的に競争力を高める活動を行っております。
国内市場への販売に加え、今後も継続的に拡大することが想定される海外市

場を取り込むことで、当社グループの業績拡大を加速させてまいります。

⑤ 内部管理体制及びコーポレート・ガバナンスの強化
当社の事業拡大、継続的な成長のためには、内部管理体制及びコーポレー

ト・ガバナンスの更なる強化が重要な課題であると認識しております。
今後も引き続き監査役と内部監査の連携、定期的な内部監査の実施、経営陣

や従業員に対する研修の実施等を通じて、内部管理体制の一層の強化に取組ん
でまいります。
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⑥ コーポレートブランド価値の向上
当社の創業理念である『世代を越えた人と人との懸け橋』となるべく、より

多くの人に「リコメン堂」をはじめとするコーポレートブランド価値を向上さ
せることで競争力を強化していくことを重要な課題と認識しております。
2017年１月からスタートした『シンプル(Simple)だけど、一味違う個性

(Plus)』を表現したブランド「Simplus」家電シリーズの累計出荷台数が2024
年２月ついに30万台を突破し、わずか８か月後の期末には37.9万台に達するな
ど、急激な上昇曲線を描いております。このように事業ブランドの価値を向上
させることで、シナジーを生み出し、企業全体の価値を高めてまいります。

⑦ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組みの強化
当社グループは、株主の皆様を中心とした、お取引先企業、お客様及び従業

員等のステークホルダーとの間に生まれる信頼と共栄の関係を継続させること
が、長期的に企業価値の最大化を実現するものと考えております。更なる企業
価値向上にむけて、株価対策、株主還元策の強化を最優先課題として認識し、
取り組んでまいります。

⑧ 海外子会社の経営体制の強化
海外子会社の成長速度が加速していることから、今後はより一層の経営体制

の強化が必要であると考えております。2023年11月に青島新綻紡貿易有限会社
の株式を追加取得したことで海外子会社を全て100％子会社化したなど、意思
決定の迅速化や管理体制の強化への環境整備を進めております。当連結会計年
度はその他に、生産管理体制を強化するためのERPの導入、ISO9001・45001
の取得、日本本社の直接的な関与による決算体制の強化や人件費に関する管理
体制の改善などを実施しており、2025年10月期以降も継続してまいります。ま
た経営体制の強化策として海外子会社への貸付金にかかる為替リスクの低減に
向けた具体策を検討・実施してまいります。
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(9) 財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第20期
(2021年10月期)

第21期
(2022年10月期)

第22期
(2023年10月期)

第23期
(2024年10月期)
(当連結会計年度)

売 上 高( 千 円 ) 13,224,120 15,979,756 15,151,862 16,235,491
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失（△）( 千 円 ) △90,036 343,678 △23,333 △138,795
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） △11円09銭 42円34銭 △2円87銭 △17円10銭

総 資 産( 千 円 ) 3,598,810 4,638,097 4,417,831 4,520,702

純 資 産( 千 円 ) 1,663,576 1,997,597 1,910,364 1,767,265

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式数を控除した期中
平均発行済株式総数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況(単体)

区 分 第20期
(2021年10月期)

第21期
(2022年10月期)

第22期
(2023年10月期)

第23期
(2024年10月期)
( 当 事 業 年 度 )

売 上 高( 千 円 ) 11,366,352 13,165,926 13,121,728 13,357,223
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 （△）( 千 円 ) △295,421 145,792 97,528 △176,415
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） △36円39銭 17円96銭 12円01銭 △21円73銭

総 資 産( 千 円 ) 2,982,377 3,914,304 3,650,677 3,515,359

純 資 産( 千 円 ) 1,396,426 1,550,202 1,574,673 1,398,257

(注)１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式数を控除した期中
平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(10) 主要な事業内容（2024年10月31日現在）
当社は、以下の内容を主な事業としています。

① ECマーケティング事業
国内外におけるインターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営
WEB制作・事業開発・EC事業

② 商品企画関連事業
取引先商品の企画サポート
インテリア・ファブリック商材の製造・販売

③ その他事業
システム開発事業、ソフトウエアの受託開発、メディア事業
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(11) 主要な営業所の状況（2024年10月31日現在）
① 当社

本社：東京都新宿区西新宿

② 子会社
株式会社トリプルダブル（本社：東京都新宿区西新宿）
青島新綻紡貿易有限会社（本社：中国山東省青島市市南区中山路）
青島新嘉程家紡有限会社（本社：中国山東省青島市平度市東閣街道）
株式会社カンナート（本社：東京都新宿区西新宿）
株式会社フォージ（本社：東京都新宿区西新宿）
Genepa Vietnam Co.,Ltd.（本社：ベトナム社会主義共和国ビンズン省）
NEW FIBER LAO SOLE CO.,LTD（本社：ラオス人民民主共和国ヴィエン

チャン市）

(12) 従業員の状況（2024年10月31日現在）
① 企業集団の従業員数
従業員数
（名）

前連結会計年度末比増減
（名）

322（46） 21減（９減）
(注)従業員数は就業員数であり、派遣社員及びアルバイトは（）内に年間平均人員数

を内数で記載しております。

② 当社の従業員数
従業員数
（名）

前事業年度末比増減
（名）

平均年齢
（歳）

平均勤続年数
（年）

120（23） ７減（７減） 31.5 4.74

(注)１．従業員数は就業員数であり、派遣社員及びアルバイトは（）内に年間平均人
員数を内数で記載しております。

２．従業員数には正規従業員以外の派遣社員及びアルバイト23名を含んでおり
ますが、平均年齢及び平均勤続年数の計算には含めておりません。
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(13) 重要な子会社の状況

社 名 資本金
（千円）

当社の出資
比率（%） 事業内容

株式会社トリプルダブル 10,000 100.00
システム開発の技術支援、シス
テム、アプリケーションの受託
開発、メディア事業

青島新綻紡貿易有限会社 ９百万元 100.00 インテリア・ファブリック製品
の企画・販売及び輸出入

青島新嘉程家紡有限会社 １百万元 (100.00) インテリア・ファブリック製品
の製造

株式会社カンナート 25,000 100.00 WEB制作、各種WEBサービス
の企画・立案、ECサポート

株式会社フォージ 3,000 (100.00) EC通販

Genepa Vietnam
Co.,Ltd.

10,593
百万
VND

100.00 インテリア・ファブリック製品
の製造

NEW FIBER LAO SOLE
CO.,LTD

5,166
百万

キープ
(100.00) ファブリック製品の製造、販売

及び輸出入

(注)当社の出資比率うち、()内の数値は、当社の間接所有の割合です。

(14) 主要な借入先（2024年10月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 890,000千円
(注)当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達等を行うため取引銀行３行と当

座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度
末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額及びコミットメントライン 1,430,000千円
借入実行残高 890,000千円
差引額 540,000千円

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２. 会社の株式に関する事項（2024年10月31日現在）
(1) 発行可能株式総数 20,000,000株
(2) 発行済株式の総数 8,277,240株
(3) 株主数 2,767名
(4) 大株主

株主名 持株数（株） 持株比率（%）
岡本 洋明 2,264,600 27.90
久野 貴嗣 729,600 8.99
岡本 薫 242,300 2.98
岡本 八洋 242,300 2.98
岡本 あかね 242,300 2.98
鈴木 智也 233,600 2.88
岡本 由美子 204,000 2.51
桐原 幸彦 193,800 2.39
楽天証券株式会社 171,900 2.12
高原 哲也 80,200 0.99

(注)持株比率は自己株式（159,789株）を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。
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３. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等

第４回新株予約権（2022年５月10日発行）
決議年月日 2022年４月15日

保有者の区分及び人数(名)
当社の取締役 ５名
当社の監査役 １名
子会社の取締役 ３名

新株予約権の数(個) ※ 530 (注)１
新株予約権の目的となる株式の種類、内
容及び数(株） ※ 普通株式 53,000 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 383 (注)２
新株予約権の行使期間 ※ 2023年２月１日〜2026年１月31日
新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円) ※

発行価格 383
資本組入額 191.5 (注)３

新株予約権の行使の条件 ※ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
新株予約権を譲渡するときは、当社

取締役会の決議による承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 ※ (注)５

※当事業年度末の末日（2024年10月31日）における内容を記載しております。

(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、
次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、こ
れを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算

式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ
る。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株
式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず
る１円未満の端数は切り上げる。
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調整後
行使価額
調整後行
使価額

＝
調整前
行使価額 ×

既発行株
式数 ＋

新規発行
株式数 × １株当たり払

込金額

新規発行前の１株当たり時価
既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行
済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当
社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場
合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必
要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うこ
とができるものとする。

３．増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度
額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増
加する資本金の額を減じた額とする。

４．新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2022 年 10 月期乃至 2024 年 10 月期の各期の連
結経常利益の額が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新
株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に
掲げる割合（以下、「行使可能割合」という。）の個数を限度として行使す
ることができる
(a) 2022 年 10 月期乃至 2024 年 10 月期までに連結経常利益が３億
円を超過した場合 1/3 行使可能
(b) 2022 年 10 月期乃至 2024 年 10 月期までに連結経常利益が５億
円を超過した場合 2/3 行使可能
(c) 2022 年 10 月期乃至 2024 年 10 月期までに連結経常利益が 10
億円を超過した場合 100％行使可能
なお、上記における連結経常利益の判定においては、当社の当該各期に

係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計算書を作成
していない場合、損益計算書）における経常利益を参照するものとし、国
際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があっ
た場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。ま
た、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予
約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
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上記の経常利益の判定において、権利確定条件付き有償新株予約権に関連
する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を
排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとす
る。

(2) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社
関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規
定される関係会社をいう。）の取締役、監査役又は使用人であることを要
する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由がある
と取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点におけ
る授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行
うことはできない。

(5) 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。
５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設
分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」と
いう。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者
に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホま
でに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以
下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿
って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお
いて定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)１に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再
編行為の条件等を勘案の上、上記(注)２で定められる行使価額を調整して
得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権
の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の
効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に
定める行使期間の末日までとする。
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(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
び資本準備金に関する事項
上記(注)３に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による
承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)４に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件
①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割につい
ての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換
契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承認を
要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締
役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得
することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)４に定める規定により本
新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償
で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権等の
状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
第４回新株予約権につきましては、2024年10月31日をもって権利不確定に

より106,000株が失効しております。
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４. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年10月31日現在）

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況

岡本 洋明 代表取締役
経営全般

久野 貴嗣 取締役

桐原 幸彦 取締役 株式会社トリプルダブル 代表取締役
株 式 会 社 カ ン ナ ー ト 取 締 役

鈴木 智也 取締役 医 療 法 人 財 団 圭 友 会 幹 事

遠 藤 寛 取締役
公 益 財 団 法 人 警 察 協 会 評 議 員
上 村 ・ 大 平 ・ 水 野 法 律 事 務 所 顧 問
株 式 会 社 カ ン ナ ー ト 取 締 役

粕谷 達也 常勤監査役 青 島 新 綻 紡 貿 易 有 限 会 社 監 事
株 式 会 社 カ ン ナ ー ト 監 査 役

次廣 秀成 監査役

内山 和久 監査役

(注)１．遠藤寛氏は、社外取締役であります。
２．次廣秀成及び内山和久の両氏は、社外監査役であります。
３．監査役内山和久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有する者であります。また、当社は、取締役遠藤寛
氏及び監査役内山和久氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第427条第１

項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とし
ております。

(3) 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
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(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役及び監査役（当事業年

度に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に
規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者
がその業務につき行った行為（ただし、犯罪行為等は除く。）に起因して損害賠
償請求を提起されたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当
該保険契約によって塡補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役、監査

役であり、全ての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。
被保険者である対象役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責

任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契
約により保険会社が填補する額について限度額を設けることにより、当該役員
の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年２月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬
等の内容にかかる決定方針を決議しております。

ａ．基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を

確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される
役割を十分に果たすことへの意欲を引きだすに相応しいものとする。具体
的には、業務執行を担う取締役の報酬は基本報酬、業績連動報酬及び非金
銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬及び
非金銭報酬により構成する。
また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダ

ーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続きの両
面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。

ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方
針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、役

位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案
して、適宜、見直しを図るものとする。

ｃ．業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法、及び付与の時
期又は条件の決定に関する方針
事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を

担う取締役に対し、期初に定めた各事業年度の事業別営業利益の目標値の
達成度合いに応じて定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定
の時期に支給する。
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ｄ．非金銭報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定
に関する方針
株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に

対する貢献意欲を引き出すため、全取締役に対し新株予約権を原則として
毎年一定の時期に付与する。付与する新株予約権の内容及び個数は、役職、
職責、業績、社会情勢、株価等を踏まえて決定する。

ｅ．基本報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割
合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、

当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。

ｆ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項
取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、

代表取締役が決定する。但し、取締役の非金銭報酬の個人別の割当数につ
いては、取締役会の決議により定める。

② 取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判
断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定にあたっては、上述の方針に基づき代

表取締役が決定を行っていることから、その決定内容が当該方針に沿うもの
であると取締役会は判断しております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
ａ．委任を受けた者の氏名並びに内容を決定した日における会社での地位及び

担当
代表取締役 岡本 洋明

ｂ．委任された権限の内容
取締役の個人別の報酬の内容

ｃ．権限を委任した理由
当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役が

最も適していると判断したためであります。

ｄ．委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた内容
代表取締役は、個別の役員報酬額について、管理部門を管掌する取締役

が報酬原案を作成する等、決定する前にその内容等の妥当性を勘案し、そ
の内容を個別の役員報酬額に反映するよう努めるものとしております。
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④ 当事業年度に係る報酬等の総額等

地 位 報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
業績連動 非金銭

報酬等 報酬等

取 締 役 59,183 59,183 − − ５

(うち社外取締役) (4,800) (4,800) (−) (−) (１)

監 査 役 7,740 7,740 − − ３

(うち社外監査役) (2,760) (2,760) (−) (−) (２)

合 計 66,923 66,923 − − ８

(社外役員) (7,560) (7,560) (−) (−) (３)
(注)１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれており

ません。
２．取締役の報酬限度額は、2013年３月29日開催の第11回定時株主総会におい

て、年額200百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
ない。）と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結時点の取
締役員数は５名（うち社外取締役は１名）です。

３．監査役の報酬限度額は、2014年６月２日開催の臨時株主総会において、年
額20百万円以内と決議いただいております。なお、当該定時株主総会終結
時点の監査役員数は３名（うち社外監査役は２名）です。

４．業績連動報酬は、金額の決定の際の条件等は「① 役員報酬等の内容の決定
に関する方針等」のとおりであります。なお、当事業年度においては、該当
事項はありません。

５．非金銭報酬等の内容は当社の新株予約権であり、割当ての際の条件等は、
「① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。なお、
当事業年度においては、該当事項はありません。
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(6) 社外役員等に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

特記すべき事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待され
る役割に関して行った職務の概要

地 位 氏 名 主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期
待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 遠 藤 寛

当事業年度に開催された取締役会13回のうち
13回（100%）出席しており、企業経営者と

しての専門的な視点により疑問点等を明らかに
するため、企業経営の豊富な経験と知識を基に、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るための助言・提言を行っております。

社外監査役 次廣 秀成

当事業年度に開催された取締役会13回のうち
13回（100%）に出席しており、疑問点等を

明らかにするため、適宜質問し、意見を述べて
おります。また、当事業年度に開催された監査
役会14回のうち14回（100%）に出席しており、
主にコーポレート・ガバナンスに関する意見を
適宜述べております。

社外監査役 内山 和久

当事業年度に開催された取締役会13回のうち
13回（100%）に出席しており、疑問点等を

明らかにするため、適宜質問し、意見を述べて
おります。また、当事業年度に開催された監査
役会14回のうち14回（100%）に出席しており、
会計の専門家として会計処理の妥当性や開示書
類の適正性に関する意見を適宜述べております。

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第24条の規
定に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議が９回ありました。

― 21 ―



５. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

史彩監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 会計監査人としての報酬等の額

22,134千円
② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

22,134千円
(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額に
はこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況
及び報酬見積りの算定根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切で
あるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等
の額について同意の判断を行っております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ

る場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任するもの
としております。また、その他独立性及び専門性等の観点からして会計監査人
に適正な監査を遂行する上で支障があると判断される場合には、監査役会は会
計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定するものとしております。
取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出するものとしてお

ります。

(5) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(6) 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。
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６. 会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制

会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の概要
は以下のとおりであります。（決議日 2024年２月26日）

① 当社及び子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
当社及び子会社の取締役は、当社企業理念の体現者として、法令及び定款並

びに社内規程を遵守し、常に社会的良識を持って行動しなければならない。
取締役会は、実効性のある内部統制システムの構築と、全社的なコンプライ

アンス体制の確立に努めなければならない。
監査役は、会社法の定めるところにより取締役会に出席するほか、経営会議

等重要な会議に出席し意見を述べることができるものとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る意思決定過程における稟議書、議事録、その他文書

については、文書管理規程に基づき適切に保存、管理されるよう徹底を図る。
また、当該文書については、取締役・監査役が常時閲覧可能な状態で保存する。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社の損失に関するリスク・マネジメントの観点から、損失の危

機の管理についてリスク管理規程にて定める。
不測の事態が生じた場合に、役員、使用人全員が適切な行動を行えるように、

連絡体制の整備を行う。
当社の内部監査室は、当社及び子会社の各部署の日常的なリスク管理状況の

監査を実施する。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため
の体制
毎月１回、取締役会を開催し、法令及び定款並びに取締役会規程に定められ

た重要事項の決定、業務執行状況の報告を行う。
当社の職務執行に関する意思決定を迅速に行うため、会議運営規程に基づき

毎月１回、経営会議を開催するとともに、必要に応じて取締役及び指名された
者により招集され、議論を行い、業務の執行方針、重要事項の決定を行う。
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⑤ 当社及び子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制
経営理念に掲げる企業活動の根本理念を十分に理解させることにより、法令

等遵守の意識の徹底を図る。
当社及び子会社の使用人は、法令及び定款並びに社内規程あるいは社会通念

に反する行為が行われていることを知った時は、代表取締役、上長、又は管理
本部を事務局とする通報窓口に速やかに通報しなければならない。
内部監査人は、内部監査規程に基づき、当社及び子会社の業務全般に対し、

コンプライアンスの状況及び業務の手続きと内容の妥当性について定期的に内
部監査を実施し、代表取締役に対しその結果を報告する。

⑥ その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正
を確保するための体制
管理本部長は、関係会社管理規程に従い当社グループ会社が適切な内部統制

システムの整備を行うよう指導する。
子会社の取締役は、関係会社管理規程に従い、当社の事前承認が必要な事項

及び取締役の職務の執行に係る重要事項について当社への報告を要する。また、
当社の子会社に対する経営管理及び経営指導が法令に違反し、又は社会通念上
疑義があると認めた時には、監査役に報告する。
内部監査人は、当社グループ各社における内部統制監査を実施し、当社グル

ープ各社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保するよう努める。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は

監査役と協議の上、必要と認める部署より必要と認める人員を、監査役を補助
すべき使用人として指名する。

⑧ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人として指名された使用人は、補助すべき期

間において、監査役の指揮命令の下に行動し、取締役その他監査役以外の者か
ら一切の指揮命令を受けない。また監査役の職務を補助すべき行為に基づく当
該使用人に係る人事異動、人事評価、賞罰、その他一切の事項は監査役の協議
に基づき決定し、取締役その他監査役以外の者から独立性及び実効性を確保す
る。
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⑨ 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当社の
監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利益を受けないことを
確保するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、業務の執行過程において重要と認め

られる事象が生じた場合には、当社の監査役に対して当該事象の内容を速やか
に報告しなければならない。また、監査役から報告の求めがあった場合には、
報告する義務を負う。
当社及び子会社は、当社の監査役に報告をした者に対し当該報告をしたこと

を理由として、人事上その他いかなる点においても、不利益な取り扱いを行わ
ないものとする。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の処理の方針その他監査役の監査が実
効的に行われることを確保するための体制
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当

該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査役からの申請に基づ
き適切に行う。
監査役はその職務の執行にあたり、他のいかなる者からも制約を受けること

なく、取締役の職務執行が法令及び定款に準拠して適切に行われているかどう
かについて、独立して自らの意見形成を行う権限を持つ。
監査役は、内部監査人、会計監査人、その他必要と認める者と連携して監査

を実施し、当社及び子会社に対する監査の実効性を確保する。

⑪ 財務報告の適正性を確保するための体制
財務報告に関する書類その他の情報の適正性を確保するために、代表取締役

の責任の下、管理本部マネージャーの指示に従い各部署の部門長で組織された
プロジェクトチームが、金融商品取引法及びその他の法令に準拠し財務報告に
係る内部統制の体制を構築・整備することを推進する。

⑫ 反社会的勢力を排除するための体制
当社は、「反社会的勢力との関係遮断に関する規程」に基づき、反社会的勢力

に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
不当要求等への対応を所管する部署を管理本部と定めるとともに、事案発生

時の報告及び対応に係る規程等の整備を行い、警察等関連機関とも連携し毅然
と対応する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 取締役の職務執行

取締役会規程や社内規程を制定又は改訂し、取締役が法令並びに定款に則っ
て行動するように徹底しております。当事業年度におきましては、定時取締役
会及び臨時取締役会を13回、経営会議を13回開催しております。

② 監査役の職務執行
社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査

を実施するとともに、取締役会・経営会議への出席や代表取締役、会計監査人
並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執
行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。

③ 内部監査の実施
内部監査計画に基づき当社並びに子会社の内部監査を実施しております。

④ 財務報告に係る内部統制
財務報告に係る内部統制の基本方針に基づき内部統制評価を実施しておりま

す。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する

基本方針については、特に定めていません。
しかしながら、不適切な者からの支配に対する防衛策としては、企業価値及

び株主価値を向上させ、市場から適正な評価をいただくことが最良の買収防衛
策と考えます。また、敵対的買収とその防衛策につきましては経営の一般的課
題として検討しておりますが、具体的な防衛策を直ちに採るには至っておりま
せん。よって、当該事項につきまして、該当事項はありませんが、買収行為を
巡る法制度の整備や社会的動向を鑑みて、今後も継続的に検討してまいります。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、健全な企業活動による利益の確保と拡大を目指し、安定した収益に

基づき、将来の事業展開に備えた内部留保を確保しつつその一部を配当として
株主の皆様に還元することを基本方針といたします。配当時期につきましては、
連結経常利益３億円以上を達成した場合に実施することを基本といたします。
当社の剰余金の配当は、原則として中間配当及び期末配当の年２回実施する

こととしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株
主総会であります。なお、当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、「取
締役会決議により、毎年４月30日を基準日として中間配当を実施することがで
きる」旨を定款に定めております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
(注)本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、また

比率につきましては、表示単位未満の端数を四捨五入にて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2024年10月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

<資 産 の 部> <負 債 の 部>
流 動 資 産 4,299,610 流 動 負 債 2,661,678
現 金 及 び 預 金 1,248,482 支払手形及び買掛金 1,032,530
受取手形及び売掛金 1,185,874 短 期 借 入 金 890,000
商 品 及 び 製 品 1,293,278 １年内返済予定の長期借入金 15,750
仕 掛 品 34,727 リ ー ス 債 務 18,044
原材料及び貯蔵品 143,499 未 払 法 人 税 等 19,784
そ の 他 401,295 賞 与 引 当 金 110,645
貸 倒 引 当 金 △7,547 未 払 金 346,020
固 定 資 産 221,091 そ の 他 228,902
有形固定資産 73,172 固 定 負 債 91,757
建 物 及 び 構 築 物 5,768 リ ー ス 債 務 35,396
減 価 償 却 累 計 額 △1,836 3,931 資 産 除 去 債 務 11,110
機械装置及び運搬具 59,459 繰 延 税 金 負 債 45,250
減 価 償 却 累 計 額 △40,984 18,475 負 債 合 計 2,753,436
工具、器具及び備品 11,765 <純 資 産 の 部>
減 価 償 却 累 計 額 △9,529 2,236 株 主 資 本 1,740,567
リ ー ス 資 産 72,793 資 本 金 627,117
減 価 償 却 累 計 額 △24,264 48,528 資 本 剰 余 金 619,410

無形固定資産 81,173 利 益 剰 余 金 584,659
の れ ん 72,993 自 己 株 式 △90,620
ソ フ ト ウ エ ア 8,180 その他の包括利益累計額 18,713

投資その他の資産 66,746 為 替 換 算 調 整 勘 定 18,713
繰 延 税 金 資 産 6,886 新 株 予 約 権 7,983
そ の 他 59,860 純 資 産 合 計 1,767,265

資 産 合 計 4,520,702 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,520,702
（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書

（自
至

2023
2024

年
年

11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 16,235,491

売 上 原 価 11,970,080

売 上 総 利 益 4,265,410

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,183,644

営 業 利 益 81,766

営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,242

受 取 保 険 金 5,265

助 成 金 収 入 4,947
補 助 金 収 入 1,966
そ の 他 4,606 26,028

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,821

為 替 差 損 78,674

支 払 手 数 料 1,935

そ の 他 75 85,507

経 常 利 益 22,286

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,335

減 損 損 失 95,081 98,416

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 76,129

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 47,330

法 人 税 等 調 整 額 15,335 62,666

当 期 純 損 失 138,795

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 138,795

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）

― 28 ―



連結株主資本等変動計算書

（自
至

2023
2024

年
年

11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 627,117 620,267 723,455 △90,620 1,880,220

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純損失 − − △138,795 − △138,795

連結子会社株式の追加取得による持分の増減 − △856 − − △856

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 − △856 △138,795 − △139,652

当 期 末 残 高 627,117 619,410 584,659 △90,620 1,740,567

その他の包括利益累計額
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 △3,733 △3,733 7,983 25,893 1,910,364

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する当期純損失 − − − − △138,795

連結子会社株式の追加取得による持分の増減 − − − △25,893 △26,749

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22,447 22,447 − − 22,447

当 期 変 動 額 合 計 22,447 22,447 − △25,893 △143,098

当 期 末 残 高 18,713 18,713 7,983 − 1,767,265

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 注 記 表

（自
至

2023
2024

年
年

11
10

月
月

１
31

日
日）

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
ａ．連結子会社の数 7社

ｂ．主要な連結子会社の名称
株式会社トリプルダブル
青島新綻紡貿易有限会社
青島新嘉程家紡有限会社
株式会社カンナート
株式会社フォージ
Genepa Vietnam Co.,Ltd.
NEW FIBER LAO SOLE CO.,LTD
NEW FIBER LAO SOLE CO.,LTDは、当連結会計年度において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めております

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、青島新綻紡貿易有限会社・青島新嘉程家紡有限会社・NEW FIBER

LAO SOLE CO.,LTDの決算日は12月31日であり、９月30日に実施した仮決算に基づく財務
諸表を使用しております。また、Genepa Vietnam Co.,Ltd.の決算日は９月30日であります。
各社において連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行って

おります。
その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産
商品及び製品
先入先出法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）
仕掛品
個別法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）
原材料及び貯蔵品
個別法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、2016年４月１日以後取得の建物附属設備については、定額法を採用しており

ます。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ６年〜38年
機械装置及び運搬具 ２年〜12年
工具、器具及び備品 ２年〜10年

取得価額が10万円以上20万円未満の一括償却資産については、法人税法の規定に基づ
き３年間で均等償却しております。

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
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ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（３〜
５年）に基づく定額法を採用しております。

ｃ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取決めがある場合は残価保証

額）とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。また、子会社が財政状態の悪化により債務超過となる場合については、同子会社
に対する債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ｂ．賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上し

ております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行

義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の
とおりであります。

ａ．ECマーケティング事業
ECマーケティング事業においては、一般消費者へ家具・家電・生活雑貨等をインターネット

を通じて販売しております。これらの販売については、商品を出荷した時点で履行義務が充足
されると判断し、収益を認識しております。

ｂ．商品企画関連事業
商品企画関連事業においては、主に取引先商品の企画サポート及びインテリア・ファブリッ

ク商材の製造・販売を行っております。これらの販売については、商品を顧客に引き渡した時
点で支配が移転したものと判断し、収益を認識しております。

⑤ 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、当該在外子
会社の仮決算日における直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における
為替換算調整勘定に含めております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間
10年間の定額法により償却しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
繰 延 税 金 資 産 6,886千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（ⅰ）算出方法

繰延税金資産の計上にあたり、将来減算（加算）一時差異等の解消スケジュールをもと
に収益力及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得に基づき、回
収が見込まれる繰延税金資産を計上しております。

（ⅱ）主要な仮定
一時差異等加減算前課税所得の見積りは、事業計画に基づいて見積っており、売上高の

成長率及び費用の予測等を主要な仮定としております。
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（ⅲ）翌連結会計年度以降の連結計算書類に与える影響
会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、売上高の成長率及び費用の予測

等の仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度の繰延税金資産の回収可能性の判断に
影響を与える可能性があります。

(2) 固定資産の減損
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 73,172千円
無形固定資産 81,173千円
減損損失 95,081千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（ⅰ）算出方法

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産をグルーピングし、
グルーピングごとに減損の兆候の判定を行っています。各資産グループの将来キャッシ
ュ・フローの生成に寄与する共用資産については、各資産グループに共用資産を加えたよ
り大きな単位を資産グループとし、減損の兆候の有無の判定を行っています。
減損の兆候がある資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額を比較し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
当連結会計年度において、親会社における共用資産を加えたより大きな単位について、

営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっており、減損の兆候があるため、減損
損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総
額が帳簿価額を下回っているため、帳簿価額をゼロまで減額し、減少額を減損損失として
計上しております。また、一部の連結子会社について、営業活動から生じる損益が継続し
てマイナスとなっており、減損の兆候があるため、減損損失の認識の要否を判定しており
ます。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回っているため、
減損損失を認識し、帳簿価額をゼロまで減額し、減損損失として計上しております。

（ⅱ）主要な仮定
将来キャッシュ・フローの算定は、事業計画に基づいて見積っており、売上高の成長率

及び費用の予測等を主要な仮定としております。
（ⅲ）翌連結会計年度以降の連結計算書類に与える影響

会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、売上高の成長率及び費用の予測
等の仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度以降において追加の減損損失が発生す
る可能性があります。なお、親会社及び一部の連結子会社については、固定資産の帳簿価
額はないため、翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。

― 32 ―



３. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 受取手形及び売掛金

受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおり
であります。

受 取 手 形 5,275千円
売 掛 金 1,180,599千円

(2) 前受金
流動負債その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
前 受 金 137,033千円

(3) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達等を行うため取引銀行３行と当座貸越契約

及びコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における借入未実行残
高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及びコミットメントライン 1,430,000千円
借入実行残高 890,000千円
差引額 540,000千円

４．連結損益計算書に関する注記
減損損失
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類

東京都新宿区西新宿
事業用資産
共用資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品

リース資産
ソフトウエア

その他

ベトナム社会主義共和国
ビンズン省

事業用資産
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品

当社グループは、主として管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシ
ュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。当社及びGenepa Vietnam
Co.,Ltd.につきましては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として95,081千円（内、東京都新宿区西新
宿：ソフトウエア56,638千円、機械装置及び運搬具19,068千円、他9,078千円、ベトナム：機
械装置及び運搬具8,549千円、他1,746千円）を特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値によって測定しておりますが、将来キャ

ッシュ・フローが見込めないため、回収可能価額をゼロとして評価しております。
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５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)
株式の種類 当 連 結 会 計

年度期首株式数
当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計
年度末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 8,277,240 − − 8,277,240

合 計 8,277,240 − − 8,277,240
自己株式
普通株式 159,789 − − 159,789

合 計 159,789 − − 159,789

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

該当事項はありません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）
の目的となる株式の種類及び数に関する事項

普通株式 53,000株

(注)目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記
載しております。
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６. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品の状況に対する取り組み方針
当社グループは、資産運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用し、資金調達

については主に銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。なお、デリバテ
ィブは、後述するリスク回避のために利用する場合があり、投機的な取引は行わない方針で
あります。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金や未払金は、１年以内の支払期日であります。また、

外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、運転資金等の調達を目的としたものであります。
リース債務は、設備投資に係る資金の調達等を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、販売管理規程に従い、
管理本部・システムオペレーションチームが決済種別ごとの状況についての情報を共有し、
決済種別ごとに期日及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。

ｂ．資金調達に関わる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
管理本部が随時に資金繰り計画を作成・更新するとともにコミットメントラインの契約

によって、手許流動性を維持し、流動性リスクを管理しております。

ｃ．為替変動リスクの管理
一部の連結子会社では、為替の変動リスク軽減のため、為替予約取引を行う場合があり

ます。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた
め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2024年10月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については次のとおりであります。
(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
長 期 借 入 金
(１年内返済予定分を含む) 15,750 15,726 △23
リ ー ス 債 務
(１年内返済予定分を含む) 53,441 51,159 △2,281

負債計 69,191 66,885 △2,305
(注)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「未払金」及

び「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
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(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。
レベル１の
時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した
時価

レベル２の
時価：

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の
時価：

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ
トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類
しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2024年10月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長 期 借 入 金
(１年内返済予定分を含む)

− 15,726 − 15,726

リ ー ス 債 務
(１年内返済予定分を含む)

− 51,159 − 51,159

負債計 − 66,885 − 66,885

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期借入金(１年内返済予定分を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

た現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務(１年内返済予定分を含む)
リース債務の時価は、一定の期間に区分した債務ごとに、債務額を返済期日までの期間及び信用リ

スクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま
す。
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７. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

報告セグメント
そ の 他
（注）

合計
ECマーケテ
ィング事業

商品企画
関連事業

計

売上高
顧客との契約か
ら生じる収益

13,267,153 2,886,742 16,153,896 81,595 16,235,491

外部顧客への売
上高

13,267,153 2,886,742 16,153,896 81,595 16,235,491

(注)１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウエア
の受託開発、システム開発事業及びメディア事業を含んでおります。

(注)２．報告セグメントの変更等に関する事項
前連結会計期間において「受託開発事業」を報告セグメントとして記載しておりました
が、当連結会計期間より「受託開発事業」について、量的な重要性が乏しくなったこと
に伴い、「その他」の区分に含めております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3) 会計方針に関す

る事項 ④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

契約負債（前受金） 期首残高 31,344千円
期末残高 137,033千円

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、当初予想される契約期間が１年を超える契約がないため、実務上の便法

を適用し、記載を省略しております。

８. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 216円73銭
(2) １株当たり当期純損失 17円10銭

９. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2024年10月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

<資 産 の 部> <負 債 の 部>
流 動 資 産 3,014,123 流 動 負 債 2,102,952
現 金 及 び 預 金 483,419 買 掛 金 725,695
受 取 手 形 5,275 短 期 借 入 金 860,000
売 掛 金 878,431 1年内返済予定の長期借入金 15,750
商 品 1,139,186 未 払 法 人 税 等 14,566
仕 掛 品 9,162 賞 与 引 当 金 53,741
短 期 貸 付 金 725,000 未 払 金 340,576
そ の 他 184,544 そ の 他 92,623
貸 倒 引 当 金 △410,895 固 定 負 債 14,148

固 定 資 産 501,235 リ ー ス 債 務 6,784
投資その他の資産 501,235 資 産 除 去 債 務 7,364
関 係 会 社 株 式 491,087 負 債 合 計 2,117,101
そ の 他 10,147 <純 資 産 の 部>

株 主 資 本 1,390,274

資 本 金 627,117
資 本 剰 余 金 616,117

資 本 準 備 金 616,117
利 益 剰 余 金 237,659

その他利益剰余金 237,659
繰越利益剰余金 237,659

自 己 株 式 △90,620
新 株 予 約 権 7,983

純 資 産 合 計 1,398,257
資 産 合 計 3,515,359 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,515,359
（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損 益 計 算 書

（自
至

2023
2024

年
年

11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 13,357,223

売 上 原 価 9,766,158

売 上 総 利 益 3,591,065

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,689,501

営 業 損 失 98,436

営 業 外 収 益

補 助 金 収 入 566

助 成 金 収 入 3,807

受 取 利 息 14,400

受 取 配 当 金 92,615

受 取 手 数 料 36,997

受 取 保 険 金 2,707

そ の 他 5,631 156,726

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,801

為 替 差 損 4,010

そ の 他 4 5,816

経 常 利 益 52,473

特 別 損 失

減 損 損 失 85,401

固 定 資 産 除 却 損 4,199

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 118,664 208,265

税 引 前 当 期 純 損 失 155,792

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 20,623 20,623

当 期 純 損 失 176,415

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

（自
至

2023
2024

年
年

11
10

月
月

１
31

日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
資本準備金

そ の 他
利益剰余金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 627,117 616,117 414,075 △90,620 1,566,689

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 − − △176,415 − △176,415

当 期 変 動 額 合 計 − − △176,415 − △176,415

当 期 末 残 高 627,117 616,117 237,659 △90,620 1,390,274

新株予約権 純資産合計

当 期 首 残 高 7,983 1,574,673

当 期 変 動 額

当 期 純 損 失 − △176,415

当 期 変 動 額 合 計 − △176,415

当 期 末 残 高 7,983 1,398,257
（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個 別 注 記 表

（自
至

2023
2024

年
年

11
10

月
月

１
31

日
日）

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
ａ．子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
ａ．商品

先入先出法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

ｂ．仕掛品
個別法による原価法を採用しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
ａ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、2016年４月１日以後取得の建物附属設備については、定額法を採用しておりま

す。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ６年〜15年
機械及び装置 12年
工具、器具及び備品 ２年〜６年

ｂ．無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（３〜５

年）に基づく定額法を採用しております。

ｃ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（残価保証の取決めがある場合は残価保証

額）とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
ａ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。また、子会社が財政状態の悪化により債務超過となる場合については、同子会
社に対する債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

ｂ．賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上してお

ります。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）及び「収益認

識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日）（以下「収
益認識会計基準等」という。）を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、連結注記

表の「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3)会計方針に関す
る事項 ④重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

２. 会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
該当事項はありません。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(ⅰ) 算出方法

繰延税金資産の計上にあたり、将来減算（加算）一時差異等の解消スケジュールをもと
に収益力及びタックス・プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得に基づき、回
収可能性を判断しております。当事業年度は、将来の一時差異等加減算前課税所得を見積
った結果、回収可能性が認められないと判断し、繰延税金資産を計上しておりません。

(ⅱ) 主要な仮定
一時差異等加減算前課税所得の見積りは、事業計画に基づいて見積っており、売上高の

成長率及び収益・費用の予測等を主要な仮定としております。
(ⅲ) 翌事業年度以降の計算書類に与える影響

会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、売上高の成長率及び費用の予測
等の仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度の繰延税金資産の回収可能性の判断に影響
を与える可能性があります。

(2) 固定資産の減損
① 当事業年度の計算書類に計上した金額

減損損失 85,401千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(ⅰ) 算出方法

概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産をグルーピングし、
グルーピングごとに減損の兆候の判定を行っています。各資産グループの将来キャッシ
ュ・フローの生成に寄与する共用資産については、各資産グループに共用資産を加えたよ
り大きな単位を資産グループとし、減損の兆候の有無の判定を行っています。
減損の兆候がある資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価

額を比較し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
当事業年度において、共用資産を加えたより大きな単位について、減損の兆候があるた

め、減損損失の認識の要否を判定しております。判定の結果、割引前将来キャッシュ・フ
ローの総額が帳簿価額を下回っているため、帳簿価額をゼロまで減額し、減少額を減損損
失として計上しております。

(ⅱ) 主要な仮定
将来キャッシュ・フローの算定は、事業計画に基づいて見積っており、売上高の成長率

及び費用の予測等を主要な仮定としております。
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(ⅲ) 翌事業年度以降の計算書類に与える影響
会計上の見積りに用いた仮定は不確実性を有しており、売上高の成長率及び費用の予測

等の仮定に変更が生じた場合には、翌事業年度以降において追加の減損損失が発生する可
能性があります。なお、当事業年度において、固定資産の残高はないため、翌事業年度に
与える影響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記
(1) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 765,639千円
短期金銭債務 55,589千円

(2) 債務保証
次の関係会社について、金融機関との為替予約に対し、債務保証極度額の設定を行っておりま

す。
青島新綻紡貿易有限会社 USD 1,450,000.00

(円換算額 222,778千円)

(3) 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達、新規EC事業への戦略的投資に関する資金及びM&Aに関す

る資金の需要への備えをするため取引銀行３行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を
締結しております。当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額及びコミットメントライン 1,300,000千円
借入実行残高 860,000千円
差引額 440,000千円
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４. 損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

営業取引高
売上高 130,157千円
売上原価 436,671千円
販売費及び一般管理費 19,076千円

営業取引以外の取引高 146,275千円

(2) 減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都新宿区西新宿
事業用資産
共用資産

建物
機械及び装置

工具、器具及び備品
リース資産
ソフトウエア

その他

当社は、主として管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フロー
を生み出す最小単位でグルーピングを行っております。
当社につきましては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当期減少額を減損損失として85,401千円（内、ソフトウエア56,638千
円、機械及び装置19,068千円、他9,694千円）を特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価値によって測定しておりますが、将来キャッ

シュ・フローが見込めないため、回収可能価額をゼロとして評価しております。

５. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）
株式の種類 当 事 業 年 度

期 首 株 式 数
当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 株 式 数 摘 要

自己株式
普通株式 159,789 − − 159,789

合 計 159,789 − − 159,789

６. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因
繰延税金資産の発生の主な原因は、貸倒引当金、賞与引当金、商品評価損、及び関係会社株

式評価損等であり、全額評価性引当額を控除しております。
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７. 関連当事者との取引に関する注記

種
類

会社等の名称
議決権等の
所有(被所
有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額

科目
期末残高

(千円) (千円)
役
員 岡本洋明 (被所有)

直接27.9%
当社代表取
締役社長

自己株式の
取得(注１) 20,818 − −

子
会
社

株式会社ト
リプルダブ
ル

直接100%
経営管理・業務受託
役員の兼任
外注の依頼

経営管理料
の受取(注２) 12,917 その他流動資産 3,891

子
会
社

株式会社カ
ンナート

直接100%
経営管理・業務受託
役員の兼任
外注の依頼

経営管理料
の受取(注２)
外注の依頼

24,079 その他流動資産 16,641

子
会
社

Genepa Vietnam
Co.,Ltd.

直接100%
役員の兼任
資金の援助
製品仕入

資金の貸付 600,000 短期貸付金(注４) 675,000

製品の仕入 424,088 その他流動負債 44,248

利息の受取(注３) 13,868 その他流動資産 13,303

(注)１．自己株式の取得については、2024年９月26日開催の取締役会で利害関係を有する代表取締役
岡本洋明氏を除いた取締役のみで慎重に審議、検討及び決議を行っていることと、証券会社を
介した計らい注文にて東京証券取引所において取引を行っていることで、取引の公平性を担保
しております。

２．経営管理料の受取は子会社との契約に基づき、協議の上、合理的に決定しております。
３．貸付利息は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
４．Genepa Vietnam Co.,Ltd. への関係会社短期貸付金に対し、405,593千円の貸倒引当金を計

上しております。

８. 収益認識に関する注記
連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しておりま

す。

９. １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 171円27銭
(2) １株当たり当期純損失 21円73銭

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2024年12月20日

株式会社ジェネレーションパス
取締役会御中

史 彩 監 査 法 人
東京都港区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊藤 肇

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 隆浩

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西田 友洋

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ジェネレーションパスの2023年

11月1日から2024年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社ジェネレーションパス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2024年12月20日
株式会社ジェネレーションパス
取締役会御中

史 彩 監 査 法 人
東京都港区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊藤 肇

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 関 隆浩

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西田 友洋

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ジェネレーションパスの

2023年11月1日から2024年10月31日までの第23期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセス
の整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定

を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年11月１日から2024年10月31日までの第23期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、
本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状

況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い
たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集
団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100
条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書
類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附
属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職
務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 史彩監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 史彩監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年12月20日

株式会社ジェネレーションパス 監査役会

常勤監査役 粕 谷 達 也 ㊞

社外監査役 次 廣 秀 成 ㊞

社外監査役 内 山 和 久 ㊞

以 上
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西武新宿駅西武新宿駅

新宿駅新宿駅

都庁前駅都庁前駅

西新宿駅西新宿駅

新宿西口駅新宿西口駅 大江戸線

新宿税務署

成子天
神社

ファミリー
マート

新宿警察署

住友不動産
西新宿ビル

西新宿パークウエストビル ３階

セブン
イレブン

ヒルトン
東京

東京医科
大学病院

ハイアット
リージェンシー

東京
新宿住友ホール
・スカイルーム
（新宿住友ビル）

デニーズ

丸ノ内線青梅街道

十二社通
り

公園通り

京王プラザ
ホテル

東京都庁

ベルサール西新宿
（住友不動産
西新宿ビル３号館）

ベルサール新宿
セントラルパーク
（住友不動産新宿
セントラルパークビル）

新宿オーク
タワー会議室
（住友不動産

新宿オークタワー）

新宿
中央公園

出光ＧＳ

税
務
署
通
り

ＪＲ線

神田川
神田川

淀橋

成子天神下

1

A5

株主総会会場ご案内図
会場 東京都新宿区西新宿６丁目12番１号

西新宿パークウエストビル ３階

●交通「西新宿駅」１番出口より徒歩７分（丸ノ内線）
「都庁前駅」Ａ５出口より徒歩７分（大江戸線）

（お車でのご来場はご遠慮ください）
株主総会ご出席の株主様へのお土産の用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。


